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内

閣

府
、
総

務

省
、
財

務

省
、

○
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
令
第
一
号

国
土
交
通
省
、
環

境

省

特
定
多
国
籍
企
業
に
よ
る
研
究
開
発
事
業
等
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五
十
五
号
）
及
び
特

定
多
国
籍
企
業
に
よ
る
研
究
開
発
事
業
等
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
二
十
四
年
政
令
第
二
百
七
十
二
号
）

を
実
施
す
る
た
め
、
研
究
開
発
事
業
計
画
の
認
定
等
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
三
月
十
二
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

総
務
大
臣

野
田

聖
子

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

農
林
水
産
大
臣

齋
藤

健

経
済
産
業
大
臣

世
耕

弘
成

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

環
境
大
臣

中
川

雅
治
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研
究
開
発
事
業
計
画
の
認
定
等
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

内

閣

府
、
総

務

省
、
財

務

省
、

研
究
開
発
事
業
計
画
の
認
定
等
に
関
す
る
命
令
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
令
第
二
号

国
土
交
通
省
、
環

境

省

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。

改

正

後

改

正

前

（
特
許
料
軽
減
申
請
書
の
様
式
）

（
特
許
料
軽
減
申
請
書
の
様
式
）

第
十
一
条

特
定
多
国
籍
企
業
に
よ
る
研
究
開
発
事
業
等

第
十
一
条

特
定
多
国
籍
企
業
に
よ
る
研
究
開
発
事
業
等

の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」

の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」

と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
申
請
書
は
、
一
の
申
請

と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
申
請
書
は
、
一
の
申
請

ご
と
に
様
式
第
六
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

ご
と
に
様
式
第
六
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
。

い
。
た
だ
し
、
特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二

十
一
号
）
第
百
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
四
年
か
ら

第
十
年
ま
で
の
特
許
料
を
別
に
納
付
す
る
場
合
は
、
そ

の
都
度
、
様
式
第
六
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
添
付
書
面
）

（
添
付
書
面
）

第
十
三
条

令
第
二
条
第
一
項
又
は
第
三
条
第
一
項
の
申

第
十
三
条

令
第
二
条
第
一
項
又
は
第
三
条
第
一
項
の
申

請
書
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
特
許
料
軽

請
書
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
特
許
料
軽

減
申
請
書
等
」
と
い
う
。
）
に
添
付
す
べ
き
令
第
二
条

減
申
請
書
等
」
と
い
う
。
）
に
添
付
す
べ
き
令
第
二
条

第
一
項
の
申
請
人
が
法
第
十
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ

第
一
項
の
申
請
人
が
法
第
十
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ

に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は
令

に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
又
は
令

第
三
条
第
一
項
の
申
請
人
が
法
第
十
条
第
二
項
各
号
の

第
三
条
第
一
項
の
申
請
人
が
法
第
十
条
第
二
項
各
号
の
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い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
略
］

二

申
請
に
係
る
特
許
発
明
又
は
発
明
が
特
許
法
（
昭

二

申
請
に
係
る
特
許
発
明
又
は
発
明
が
特
許
法
第
三

和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
三
十
五
条
第

十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
従
業
者
等
が
し
た
同
項

一
項
に
規
定
す
る
従
業
者
等
が
し
た
同
項
に
規
定
す

に
規
定
す
る
職
務
発
明
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

る
職
務
発
明
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

三

［
略
］

三

［
略
］

様
式
第

六
様

式
第

六

書
類
名

特
許
料

軽
減

申
請

書
特

書
類

名
特

許
料

軽
減
申

請
書

特

【

】

（

【

】

（

定
多

国
籍
企

業
に

よ
る

研
定

多
国
籍
企

業
に

よ
る
研

究
開
発
事

業
等

の
促

進
に

究
開

発
事

業
等

の
促
進

に
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）

）

関
す

る
特
別

措
置

法
関
す

る
特
別

措
置
法

提
出
日

平
成

年
月

提
出

日
平

成
年

月
（
【

】

（
【

】

）

）

日
日

あ
て
先

特
許
庁

長
官

あ
て

先
特

許
庁

長
官

【

】

【

】

殿
殿

【

】

【

】

出
願
の
表

示
出

願
の

表
示

【

】

【

】

出
願
番

号
出

願
番

号

【

】

【

】

申
請

人
申

請
人

【

】

【

】

識
別

番
号

識
別

番
号

【

】

【

】

住
所

住
所

【

】

【

】

名
称

名
称

【

】

【

】

代
理

人
代

理
人

【

】

【

】

識
別
番
号

識
別

番
号
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【

】

【

】

住
所

又
は
居

所
住

所
又

は
居

所

【

】

【

】

氏
名
又
は

名
称

氏
名

又
は

名
称

【

】

【

】

申
請
の

理
由

申
請

の
理

由

削
る

納
付

年
分

第
年
分

［

］

【

】

【

】

【

】

提
出

物
件

の
目
録

提
出

物
件

の
目

録

〔

〕

〔

〕

備
考

備
考

［

］

［

］

１
略

１
略

２
出
願
の

表
示

の
欄
の

出
願

番
号

に
は

２
出

願
の

表
示

の
欄
の

出
願

番
号

に
は

｢

【

】｣
｢

【

】｣
｢

【

】｣
｢

【

】｣

設
定

登
録

前
に

特
許

料
を

申
請

す
る

と
き

は
特

願
特

許
料

の
第

１
年

分
か
ら

第
３

年
分
ま

で
又
は

特
許

｢
、

、

〇
〇

〇
〇

－
〇

〇
〇

〇
〇

〇
の

よ
う

に
特

許
出

願
の

料
の

第
１

年
分

か
ら

第
３
年

分
ま
で

と
同
時

に
第

４
年

｣

番
号
を

記
載

し
設

定
登

録
後
に

特
許
料

の
第

４
年

分
分

以
降

を
申

請
す

る
と

き
は

特
願

〇
〇

〇
〇

－
〇

〇
｢

、

以
降

を
申

請
す

る
と

き
は

出
願

の
表

示
を

〇
〇

〇
〇

の
よ

う
に

特
許

出
願

の
番

号
を

記
載

し
｢

【

】｣
｣

、

特
許
番
号

と
し

特
許
第
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

号
設

定
登

録
後

に
特

許
料

の
第

４
年
分
以

降
を

申
請
す

る
｢

【

】｣
｢

｣
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の
よ

う
に
特

許
番

号
を
記

載
す

る
と

き
は

出
願

の
表

示
を

特
許

番
号

と
し

｢

【

】｣
｢

【

】｣
。

特
許

第
〇

〇
〇

〇
〇
〇

〇
号

の
よ

う
に

特
許
番

号
を

｢
｣

記
載

す
る

。

10

［

］
10

［

］

３
略

３
略

～
～

［

］

1
1

「
【

】

削
る

複
数

年
分

を
納

付
す
る

と
き

は
納
付

年
分

、

の
欄

に
第
何

年
分
か

ら
第

何
年

分
ま
で

の
よ

う

」

「

」

に
記

載
す

る
。

1
1

14

［

］

12
1
5

［

］

略
略

～
～

様
式
第

七
様

式
第

七

［

］

［

］

略
略

〔

〕

〔

〕

備
考

備
考

・

［

］

・

［

］

１
２

略
１

２
略
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３
そ
の
他

は
様
式
第

６
の

備
考
１

備
考

３
か

ら
９

３
そ

の
他

は
様

式
第

６
の
備

考
１

備
考

３
か
ら

９
、

、
、

、

ま
で
及
び

備
考

か
ら

ま
で

と
同

様
と

す
る

ま
で

及
び

備
考

か
ら

ま
で

と
同
様

と
す

る
1
1

1
4

1
2

1
5

。
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
命
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
研
究
開
発
事
業
計
画
の
認
定
等
に
関
す
る
命
令
第
十
一
条
の
規
定
は
、
こ
の
命
令
の
施
行
の

日
以
後
に
同
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
申
請
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
前
の
研
究
開
発
事

業
計
画
の
認
定
等
に
関
す
る
命
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
申
請
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


